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○
原
子
力
発
電
工
作
物
の
保
安
に
関
す
る
省
令
第
五
十
三
条
第
一
項
の
表
各
号
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
重
要
電
気
工
作
物
を
定
め
る
告
示
（
平

成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
用
語
）

（
用
語
）

第
一
条
（
略
）

第
一
条
（
略
）

（
経
済
産
業
大
臣
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
特
定
重

（
経
済
産
業
大
臣
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
特
定
重

要
電
気
工
作
物
）

要
電
気
工
作
物
）

第
二
条

省
令
第
五
十
三
条
第
一
項
の
表
第
一
号
の
規
定
に
基
づ

第
二
条

省
令
第
五
十
三
条
第
一
項
の
表
第
一
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
そ
の
判
定
期
間
が
十
三
月
以
上
で
あ
る
も
の
と
し
て
経
済

き
、
そ
の
判
定
期
間
が
十
三
月
以
上
で
あ
る
も
の
と
し
て
経
済

産
業
大
臣
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
特
定
重
要
電
気

産
業
大
臣
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
特
定
重
要
電
気

工
作
物
は
、
次
の
各
号
（
第
四
十
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

工
作
物
は
、
次
の
各
号
（
第
五
十
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

名
称
の
発
電
所
に
設
置
さ
れ
る
当
該
各
号
に
掲
げ
る
施
設
番
号

名
称
の
発
電
所
に
設
置
さ
れ
る
当
該
各
号
に
掲
げ
る
施
設
番
号

の
特
定
重
要
電
気
工
作
物
及
び
第
四
十
八
号
に
掲
げ
る
名
称
の

の
特
定
重
要
電
気
工
作
物
及
び
第
五
十
二
号
に
掲
げ
る
名
称
の

発
電
所
に
設
置
さ
れ
る
特
定
重
要
電
気
工
作
物
と
す
る
。

発
電
所
に
設
置
さ
れ
る
特
定
重
要
電
気
工
作
物
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
削
る
）

八

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

第
一
号

機

（
削
る
）

九

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

第
二
号

機

（
削
る
）

十

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

第
三
号

機
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（
削
る
）

十
一

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

第
四

号
機

八

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

第
五
号

十
二

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

第
五

機

号
機

九

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

第
六
号

十
三

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

第
六

機

号
機

十
～
五
十

（
略
）

十
四
～
五
十
四

（
略
）


